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1 2

各収集曜日当日の朝８時までに出してください。
収集後は出さないでください。

集積場所への出し方ルール

カラス等の小動物による散乱防止のために カラス等の小動物に集積場所のごみを荒らさ
れないためには、以下の手段が効果的です。

カラスよけネット等を使用する
ネットの目は5mm以下の細かいものが効果的です。ごみをネットでしっかりと覆い、縁におもりを入れたり、
ネットの一部に石などの重しをするなど、カラス等に下から入られないようにしましょう。
また、透明または半透明の袋に入れて、ふた付容器でも出すことができます。

生ごみはごみ袋の中心に
生ごみを水切りして、ごみ袋の中心に入れて隠しましょう。

収集日を守る
前日や収集後にごみを出してしまうと、カラス等に荒らされてしまいます。
収集日当日の朝8時までに出しましょう。

1

2

3

　市民・事業者ともに、ごみを出すときには、決められた分別区分や排出方法に従うことが、条例により
義務付けられています。
　繰り返し指導などを行っても分別しない市民・事業者に対して過料（2,000円）を科す罰則制度を
実施しています。

●分別されていないごみ袋を本市職員が開封調査しています。
●開封調査によって得た個人情報は罰則制度の運用以外には使用しません。
●分別ができるのに、分別しない人が対象です。
●勘違いなどで、分別区分を間違った場合は対象にはなりません。

※事業者は、勧告後も分別しない場合には、事業者名などを公表します。

◆次のとおり段階的に指導などを行っています。

分別をしない者に
適切な分別を指導

指導後も分別を
しない場合、
改善を勧告

勧告後も分別を
しない場合、
改善を命令

命令後１年以内に、分別
しないでごみ出しした
場合、過料（2,000円）

分別しない者に対する罰則（過料）制度

時 間
曜 日

品目ごとに透明または半透明の袋に入れて出してください。
（スーパーマーケット等のレジ袋も使えます。ただし、古紙、燃えないごみ、小さな金属類、
木の枝は、各該当ページで確認してください。）

●分別して出すことが条例で義務付けられています。きちんと分別されていなかったり間違った品目が出され
ていた場合は収集できません。啓発用シールを貼付して残していきます。

●台風・積雪の状況によっては、当日中に収集に伺えない場合がありますので、なるべく次回以降の収集日に
お出しください。

出し方

風による
散乱防止にも
つながります

●スプレー缶だけをまとめて、透明または半透明の袋
　に入れて出してください。
●中身を出し切って、穴はあけずに出してください。

●乾電池だけをまとめて、透明または半透明の袋に入
　れて出してください。
●充電式電池（二次電池）やボタン電池、バッテリーは
　出せません。

●中身を空にして透明または半透明の袋に入れて出し
　てください。
●プラマークのある製品は全て対象です。
　（家庭用医療用品を除く）
●容器を軽くゆすぐなど、汚れを落としてください。

●お住まいの地区の収集曜日を、お使いの集積場所で確認して記入してください。

燃やすごみ

燃えないごみ

スプレー缶

乾電池

週 2 回

週 1 回

週 1 回

曜日

申込制

プラスチック製
容器包装

ごみと資源物の収集曜日

缶・びん・
ペットボトル

小さな金属類

古紙・
古布 曜日

曜日

・

●中身を空にして透明または半透明の袋にまとめて入
　れて出してください。
●購入時に飲み物・食べ物が入っていたものが対象
　です。

曜日

●袋に入れずに出してください。（スプーンなどの細
　かなものを除く）
●刃物等危険なものは厚紙などに包み、品名を表示
　してください。
●傘の骨は30㎝以上でも出せます。

粗大ごみ

P3

P4

P4

P4

P5

P7

P8

P9

P11

品　名 出し方のポイント 収集曜日

●透明または半透明の袋に入れて出してください。
●台所のごみはよく水切りしてください。
●木の枝や葉は、できるだけ乾燥させてから出してく
　ださい。

8

●購入時の箱（ケース）か新聞紙などに包み、品名を
　表示してください。

●粗大ごみ受付センター
　　0570－200－530　　  045－330－3953
　（月～土 8:30～17:00 祝日も受付（年末年始を除く））
●インターネット・チャット・LINEでの受付
　
●FAX（聴覚・言語に障害のある方専用）
　　045－550－3599

●横浜市の収集ではありません。
●収集日等は、地域ごとに異なります。回収場所の青
　いステッカーで確認してください。
●古布は雨の日には出さないでください。
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検索横浜市 粗大ごみ
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3 4

小型家電回収ボックスをご利用ください
Point

詳しくはP13へ

長さ30cm未満の
電気・電池で動く

製品が対象

お願い
新型コロナウイルスなどの感染症対策のための
ごみの出し方について

乾電池 乾電池だけをまとめて、
透明または半透明の袋に入れる

燃やすごみと同じ曜日週 2 回

小型家電
リサイクルに

ご協力ください
（P13）

砂利や土などの
細かいもの以外は袋に

入れないでね！

穴はあけずに
中は使い切る

キャップは
プラスチック製

容器包装
（P5）へ

●ライターは火災防止のために使い
切って！

曜
日

透明または半透明の袋に入れる

・燃やすごみ
週 2 回

燃えないごみ
〈例〉

一番長い辺が５０㎝未満の
プラスチック製商品など

プラスチック製商品

注射器・針は
かかりつけの

医院へ

●注射針は透明な固い容器に入
れる。

家庭用医療用品

紙や布に
染みこませるか、

固める

木の枝は
長さ50㎝未満にして

ひもで束ねる ×

てんぷら油
●木の葉は乾燥させてください。
●木の枝は袋に入れなくても

出せます。

木の枝、葉

汚れた紙・破れた布
●臭いがきつい場合は小袋に

入れてきつく口をしばる。

おむつ

汚物は流して
小さくまとめる

詳しくは
P9・10ページ

台所のごみ

ガラス・陶器類

スプレー缶 ガスボンベなど

蛍光灯・電球
燃やしやすくするために、

水切りの協力をしてね

●ごみ袋は空気を抜いてしっかりしばって出しましょう。
●古紙への混入が増えています！
　使用済みのマスクやウェットティッシュは
 「燃やすごみ」へ。

殺虫剤

〈例〉

〈例〉

〈例〉

購入時の箱（ケース）や、新聞紙
などに包み、品名を表示する

燃やすごみと同じ曜日週 2 回

スプレー缶 スプレー缶だけをまとめて、
透明または半透明の袋に入れる

燃やすごみと同じ曜日週 2 回

中身がどうしても
出し切れない場合は

各区の資源循環局事務所
（裏表紙）に相談

してね！

対象外

ガラス

ガラス

注 意

●ボタン電池は、コイン
　電池より「小さくて厚
　みがある」のが見分け
　るポイントです。

ボタン電池

コイン電池
●充電式電池 　　　　　　　　　
　➡ 一般社団法人JBRC
　　 市庁舎及び各区総合庁舎・収集事務所等にも回収
　　 ボックスを設置しています。
●ボタン電池（形式記号CRまたはBR以外）　
　➡ 一般社団法人電池工業会
●バッテリー ➡ 販売店や回収協力店へ

電　池
●アルカリ・マンガン

使いきりの
電池が対象

コイン電池
●形式記号CRまたはBR

リチウム一次電池
●カメラなどに使われます。

蛍光灯蛍光灯

蛍光灯

蛍光灯

50㎝未満

充電式だけ

発火事故を
防ぐため電池類は抜きとって

お出しください

検索充電式電池回収場所

検索ボタン電池回収場所

検索横浜市 ごみ 感染症



ごみ出しの
曜日とルール

ごみの
分別品目
一覧表

燃やすごみ

燃えないごみ
スプレー缶
乾電池

プラスチック製
容器包装

缶・びん・
ペットボトル

小さな金属類

粗大ごみ

小型家電

ごみ出しの支援
集積場所の
設置や維持管理

インクカートリッジ
資源物の直接
持込み・回収

市では取り
扱えない
もの

不法投棄
事業系ごみ

古紙・古布
資源集団回収

ごみ出しの
曜日とルール

ごみの
分別品目
一覧表

燃やすごみ

燃えないごみ
スプレー缶
乾電池

プラスチック製
容器包装

缶・びん・
ペットボトル

小さな金属類

粗大ごみ

小型家電

ごみ出しの支援
集積場所の
設置や維持管理

インクカートリッジ
資源物の直接
持込み・回収

市では取り
扱えない
もの

不法投棄
事業系ごみ

古紙・古布
資源集団回収

3 4

小型家電回収ボックスをご利用ください
Point

詳しくはP13へ

長さ30cm未満の
電気・電池で動く

製品が対象

お願い
新型コロナウイルスなどの感染症対策のための
ごみの出し方について

乾電池 乾電池だけをまとめて、
透明または半透明の袋に入れる

燃やすごみと同じ曜日週 2 回

小型家電
リサイクルに

ご協力ください
（P13）

砂利や土などの
細かいもの以外は袋に

入れないでね！

穴はあけずに
中は使い切る

キャップは
プラスチック製

容器包装
（P5）へ

●ライターは火災防止のために使い
切って！

曜
日

透明または半透明の袋に入れる

・燃やすごみ
週 2 回

燃えないごみ
〈例〉

一番長い辺が５０㎝未満の
プラスチック製商品など

プラスチック製商品

注射器・針は
かかりつけの

医院へ

●注射針は透明な固い容器に入
れる。

家庭用医療用品

紙や布に
染みこませるか、

固める

木の枝は
長さ50㎝未満にして

ひもで束ねる ×

てんぷら油
●木の葉は乾燥させてください。
●木の枝は袋に入れなくても

出せます。

木の枝、葉

汚れた紙・破れた布
●臭いがきつい場合は小袋に

入れてきつく口をしばる。

おむつ

汚物は流して
小さくまとめる

詳しくは
P9・10ページ

台所のごみ

ガラス・陶器類

スプレー缶 ガスボンベなど

蛍光灯・電球
燃やしやすくするために、

水切りの協力をしてね

●ごみ袋は空気を抜いてしっかりしばって出しましょう。
●古紙への混入が増えています！
　使用済みのマスクやウェットティッシュは
 「燃やすごみ」へ。

殺虫剤

〈例〉

〈例〉

〈例〉

購入時の箱（ケース）や、新聞紙
などに包み、品名を表示する

燃やすごみと同じ曜日週 2 回

スプレー缶 スプレー缶だけをまとめて、
透明または半透明の袋に入れる

燃やすごみと同じ曜日週 2 回

中身がどうしても
出し切れない場合は

各区の資源循環局事務所
（裏表紙）に相談

してね！

対象外

ガラス

ガラス

注 意

●ボタン電池は、コイン
　電池より「小さくて厚
　みがある」のが見分け
　るポイントです。

ボタン電池

コイン電池
●充電式電池 　　　　　　　　　
　➡ 一般社団法人JBRC
　　 市庁舎及び各区総合庁舎・収集事務所等にも回収
　　 ボックスを設置しています。
●ボタン電池（形式記号CRまたはBR以外）　
　➡ 一般社団法人電池工業会
●バッテリー ➡ 販売店や回収協力店へ

電　池
●アルカリ・マンガン

使いきりの
電池が対象

コイン電池
●形式記号CRまたはBR

リチウム一次電池
●カメラなどに使われます。

蛍光灯蛍光灯

蛍光灯

蛍光灯

50㎝未満

充電式だけ

発火事故を
防ぐため電池類は抜きとって

お出しください

検索充電式電池回収場所

検索ボタン電池回収場所

検索横浜市 ごみ 感染症



ごみ出しの
曜日とルール

ごみの
分別品目
一覧表

燃やすごみ

燃えないごみ
スプレー缶
乾電池

プラスチック製
容器包装

缶・びん・
ペットボトル

小さな金属類

粗大ごみ

小型家電

ごみ出しの支援
集積場所の
設置や維持管理

インクカートリッジ
資源物の直接
持込み・回収

市では取り
扱えない
もの

不法投棄
事業系ごみ

古紙・古布
資源集団回収

ごみ出しの
曜日とルール

ごみの
分別品目
一覧表

燃やすごみ

燃えないごみ
スプレー缶
乾電池

プラスチック製
容器包装

缶・びん・
ペットボトル

小さな金属類

粗大ごみ

小型家電

ごみ出しの支援
集積場所の
設置や維持管理

インクカートリッジ
資源物の直接
持込み・回収

市では取り
扱えない
もの

不法投棄
事業系ごみ

古紙・古布
資源集団回収

5 6

お願い お願い

燃やすごみに入っていないかな？お願い

なぜ、プラスチック
製商品はリサイクル

しないの？

容器包装って
どんなもの？

曜日
透明または半透明の袋に入れる

週 1 回プラスチック製
容器包装

ふた・キャップ ネット・緩衝材類

その他

袋フィルム類

ボトル類 チューブ類 トレイ類カップ類

パック類

〈例〉　  マークが目印です（製品によっては、入っていないものもあります）

対象外

中身が
洗えないものは
使い切ればOK！

商品を入れたもの（容器）や、
包んだもの（包装）で、中身
の商品を取り出した（使った）
あと不要になるものだよ！

リサイクルには沢山の費用がかかるけど、プラ
スチック製容器包装は、プラ容器を作ったり、
その容器を使って商品を販売している事業者
がこの費用を負担することが義務付けられて
いるんだよ。でも、プラスチック製商品につい
ては義務付けられていないからリサイクル費
用を負担する事業者がいないんだ。だから「燃
やすごみ」として収集しているんだよ。

リサイクルの
妨げになるの
で、袋を2重3
重にしないで
ください。

「燃やすごみ」の中には、分別してリサ
イクル可能なプラスチック製容器包
装がまだまだ多く含まれているんだ。
分別すればリサイクルさ
れて新たな製品に生まれ
変わるけど、燃やすと多
くの温室効果ガスが発
生してしまうよ。

●ボトルのふた

●ヨーグルト等の包装

●タマゴパック

●ボトルのラベル

●果物のネット

●発泡スチロール

●詰め替え容器●錠剤の包装 ●目薬の容器

●プラスチック製
　ハンガー

●ホース

●プリンター ●お弁当箱 ●コップ（プラスチック製）

●CD・DVD
　（ケース含む）

●ボールペン ●ごみバケツ ●衣装ケース
　（プラスチック製）

●歯ブラシ

●タッパー

●バケツ

●ゴム手袋

●おもちゃ

●サンダル

●レジ袋

●ハムなどの食品パック

目薬

●菓子の
　袋など

プラスチックの商品などは燃やすごみ（P3）へ
（一番長い辺が50cm以上のものは粗大ごみ（P11）へ）

●洗剤などのボトル ●はみがき粉などのチューブ ●カップラーメンなどのカップ ●食品トレイ

これらのごみも、「商品の容器・包装」だから、
プラスチック製容器包装に出してね！

中身を使い切って、軽くゆ
すぐか、汚れをふきとって
から出してください。

注 意

●使い捨てライター

使い切って
燃やすごみ

（P3)へ　

危険
注 意

●家庭用医療用品

注意

　  マークが
あっても
燃やすごみ

（P3)へ

醤油などの袋 錠剤ケース 商品を包んでいた
緩衝材
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市では取り
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不法投棄
事業系ごみ

古紙・古布
資源集団回収

7 8

曜日
透明または半透明の袋に、缶・
びん・ペットボトルをまとめる

週 1 回缶・びん・
ペットボトル

〈例〉食べもの・飲みもの（調味料・飲み薬を含む）が入っていたもの

缶

使い捨て
ライター

対象外 小型家電回収ボックスをご利用ください
粗大ごみ（P11）へ

燃やすごみ（P3）へ

金属以外が多く
含まれるもの

Point

詳しくはP13へ

中はゆすぐ

まとめて
入れてください

一番長い辺が
30㎝以上のものは

粗大ごみ

金属のふたは
小さな金属類

（P8）へ
PET

びん ペットボトル

30㎝以上

週 1 回

袋に入れずに出す（クリップやくぎ
など細かいものは袋に入れる）

小さな金属類
〈例〉一番長い辺が30㎝未満の金属製品

缶・びん・ペットボトルと
同じ曜日

金属製品

●トースター

●やかん

●アルミの水筒 ●ペンキ缶

●炊飯器の内釜（金属製）・内ぶた

●フライパン

●くぎ・ねじなど ●金属製食器など

●なべ

30㎝未満

取っ手を含めずに
30㎝未満のもの

取っ手を含めずに
30㎝未満のもの

刃物は、
厚紙などに包み、

品名を表示

刃物・工具類 傘

●包丁

30㎝未満

30㎝以上でも
小さな金属類

30㎝
未満

30㎝未満

中身は
出し切る

細かいものは
袋に入れる

30㎝未満

30㎝
未満

30㎝未満

ペットボトル
つぶす

缶
つぶさない

PET

注 意

対象外

燃えないごみ（P4）へ プラスチック製容器包装（P5）へ
ペンキ缶

危険

化粧品のびん

Lotion

薬品のびん

小さな金属類（P8）へ

30㎝未満

包　丁

主にプラスチックで
できている50cm未満のものは

燃やすごみ（P3）へ

30㎝未満

布、ビニール部分で、
外せるものは外して
燃やすごみ（P3）へ

お願い

ペットボトルは、スー
パーマーケットなどで
実施している店頭回
収もご活用ください。

オイル缶
プラスチック製の

ドレッシング・ソースなどのボトル

のマークが
目印です！

PET

のないもの
PET

キャップ・ラベルは外して
プラスチック製容器包装（P5）へ

Point

Point
取り外した缶の

ふたは小さな金属類
（P8）へ

Point

応募シールは
燃やすごみ
（P3）へ

Point

注射針・スプレー缶
などは選別の妨げに
なるので絶対に入れ
ないでください！

長さ30cm未満の
電気・電池で動く

製品が対象
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古紙
（紙類）

古布
（布類）

　「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」により、集積場所等に出された廃棄物及び資源
物を持ち去ることは禁止されています。条例に違反した場合、２０万円以下の罰金に処されることがあります。

●持ち去り行為に関する連絡先
　街の美化推進課　  ６７１－2556  または お住まいの区の資源循環局事務所（裏表紙）

対象外

お住まいの地域の資源集団
回収の実施日を確認

古紙・古布
資源集団回収

●新聞紙
　折込広告のちらしも
　一緒に出せます

●衣類 ●ハンカチ・タオル●下着 ●毛布●毛糸製品 ●カーテンなど

●雑誌・その他の紙
　その他の紙は、中身が出ないよ
　う、紙袋などに入れてください

●段ボール
　アルミコーティングされた
　ものや、段ボールについて
　いる粘着テープは燃やすごみへ

対象外

廃棄物及び資源物の持ち去り禁止について

回収日などについて  各区の資源循環局事務所（裏表紙）
制度について   業務課資源化係
　　　　　　　 　 671ー3819　  
　　　　　　　 　 662ー1225

曜日

地域の団体（自治会、町内会、子ども会など）が行う
資源物の自主回収です

（横浜市による収集ではありません）

●紙ひも・ビニールひもなどでしばってください
  （ガムテープは使用できません）
●雨天時でも出せます

●乾かして透明または半透明の袋に入れる
●雨天時は出せません。濡れるとカビ発生の原因となりリサイクル
　できなくなりますので雨の日は出さないでください。

50cm未満のものは燃やすごみ（P3）、畳んで50cm以上のものは粗大ごみ（P11）へ50cm未満のものは燃やすごみ（P3）、畳んで50cm以上のものは粗大ごみ（P11）へ

●汚れた紙〈例〉●汚れた紙〈例〉

銀紙

カーボン紙・捺染紙
（アイロンプリント紙）

点字の印刷物
（感熱発泡紙）

●リサイクルに向かない紙〈例〉●リサイクルに向かない紙〈例〉

●汚れたもの
●破れたもの
●汚れたもの
●破れたもの

●わたが
　入って
　いるもの

●わたが
　入って
　いるもの

●革製品
●布団
●革製品
●布団

●カーペット
●マットレス
●カーペット
●マットレス

注 意

アルミ缶、スチール缶
（飲料・食料用）、びん類

〈例〉

〈例〉 雨の日は
お休み !

納豆の紙製容器

使用済み
ティッシュペーパー

ピザの箱

●紙パック
・水洗いし、乾燥させてから、
　大きさをそろえてしばって
　ください
・裏側がアルミコーティング
　されたものは燃やすごみへ

包装紙、お菓子の外箱、
カレー・シチューの外箱、メモ用紙、

シュレッダーにかけた紙など

カップ麺や
アイスクリームの
紙製容器

石鹸の
個別包装紙

●においのついた紙〈例〉●においのついた紙〈例〉

洗剤の
紙製容器

NG

OK!

燃やすごみ（P3）へ

再利用の妨げとなりますので、これらのものは出さないでください。

お願い

●「新聞」や「雑誌・その他の紙」を「段
ボール」に入れるなど、混ぜて出さ
ないでください。

●折りたたんだ段ボールを、段ボール
の中に詰めないでください。必ずす
べて折りたたんでひもでしばってお
出しください。

●資源集団回収でも回収を行っている地
域があります。横浜市の収集とは出し方
が異なりますので、お住まいの地域の
出し方に従って出してください。

品目により次のように
再生利用されます。

●新聞 ➡ 
　新聞、週刊誌など　
●雑誌・
　その他の紙 ➡ 
　ボール紙、絵本
　　　　　　　など
●紙パック ➡ 
　トイレットペーパー
　　　　　　　など
●段ボール ➡ 
　段ボール箱、紙筒
　　　　　　　など

資
源
物
の
ゆ
く
え
（
古
紙
）

資
源
物
の
ゆ
く
え
（
古
布
）

素材・長さ・色別に選別され
ます。

用途によって次のように再利用されます。
●国内外で中古衣類として使用。
●機械の油拭きなどに使用する「ウエス」として使用。
●原料の綿などに戻し、クッション材や断熱材として使用。

プレスして運ばれます。

紙すき、脱水、乾燥
工程後、ロール状に
巻き上げます。

古紙繊維を離解し、異物除
去、脱墨、漂白工程を経て、
古紙パルプになります。

プレスして 運 ばれ
ます。

資源集団回収については、
まずは、回収場所のステッカーを

確認してね！！

●実施内容：資源集団回収は、登録団体と登録業者で、
　　　　　　実施内容を取り決めて回収しています。
●回 収 日：回収場所の青いステッカーを確認してください。
●問 合 せ：  登録業者にお願いします。
　　 　 　　回収場所にステッカーが見つからない場合は
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2

●受付から収集まで2週間程度かかります。　●品物の材質や大きさを事前に確認してから、申し込んでください。
●収集した粗大ごみは再使用（リユース）させていただく場合があります。廃棄処分を希望する場合は、申込みの際に伝えてください。
●申込み後の取り消しや変更は、収集日の3営業日前までに、粗大ごみ受付センターへ必ず連絡してください。
※品物の材質・重量・大きさなどにより受付できないことがあります。

●お申込みをしていない粗大ごみを放置することは不法投棄になります。必ずお申込みをしてからお出し
いただきますよう、ご協力をお願いします。

処理手数料の減免

●収集シールに使用期限はないので、不要になったシールは次回ご使用いただけます。もし、今後使用する見込みがない方はご相談くださ
い。●領収書は必ず、収集が終了するまで保管してください。●領収日付印のないものは無効です。●収集シールを破損・紛失した場合
の再発行はできません。

●粗大ごみは可燃物・資源物・不燃物に分けて収集・処分しています。1回の申込みでも品物の素材によって別の時間帯に収集する場
合があります。　●乾電池や灯油燃料などは必ず抜いてください。　●粗大ごみは雨の日でも出せます。
●粗大ごみに貼るシールに氏名を書きたくない場合は記号やイニシャルに代えることができます。申込みの際に相談してください。

●自分で直接持ち込む場合も収集を依頼する場合の処理手数料と同じ料金が必要です。（収集シールを貼って持ち込んでください）
●受付日、受付時間は施設によって異なりますので、受付センターへの申込み時に確認してください。
●事業系ごみは持込みできません。

粗大ごみ受付センター（申込みや問合せ）
インターネット・チャット・LINEでの受付

●担当：業務課運営係 　  671－3815　 662－1225

※詳しくは、申込み時に確認してください。

一番長い辺が、金属製品で30cm以上のもの。それ以外（プラスチック商品、木製品など）で50cm以上のもの。

FAX（聴覚・言語に障害のある方専用）
045－550－3599

※名前、住所、FAX番号、出す品物の品目・材質・大きさ・
　個数などを記載して申し込んでください。

受付時間 月～土曜日（年末年始以外は祝日も受付）
8：30～17：00

月曜日・火曜日や祝日の翌日は、電話が大変込み合います。お時間をずらして電話していただくか、インターネットやチャット、
LINEを利用してください。サービスの品質向上を図るため通話内容を録音しています。

電話での申込み
一般加入電話などからは、

0570－200－530
（ナビダイヤル）

携帯電話やＩＰ 電話などの定額制や無料通話などの通話料割引
サービスを利用している方は、

045－330－3953

粗大ごみ
粗大ごみ処理手数料表

申し込む1

一番長い辺が、金属製品で30cm以上のもの、それ以外
（プラスチック商品、木製品など）で50cm以上のもの

インターネット・チャット・LINEまたは電話で申し込んでください。

手数料を納める 手数料を納めて、収集シールを受け取ってください。
（手数料表はP12）

市内の金融機関・郵便局

専用納付書で納めてください。

市内のコンビニエンスストア
粗大ごみ処理券を購入してください。

『横浜市粗大ごみ処理券取扱店』の表示があります。

粗大ごみを出す

粗大ごみの持込みができます。

収集日当日の朝8時までにそれぞれの品物の見やすい箇所に収集シールを貼り付けて、
申込みのときに確認した場所に出してください。

事前に　　で
申し込んでください。

★粗大ごみの持ち出し収集については、17ページを確認してください。

持込場所
●鶴見資源化センター：鶴見区末広町1－15－1（鶴見工場内）
●長坂谷ストックヤード：緑区寺山町745－45
●神明台ストックヤード：泉区池の谷3949－1（神明台処分地内）
●栄 ス ト ッ ク ヤ ー ド：栄区上郷町1570－1

粗大ごみとして
出せないもの　生活保護世帯・特定中国残留邦人世帯、身体障害1級または2級・精神障

害1級、知的障害A1またはA2・重複障害（身体障害3級かつ知的障害B1）
の認定を受けている方が属する世帯、福祉医療証の交付を受けているひと
り親世帯、介護保険要介護4または5に該当する高齢者（65歳以上の方）
が属する世帯、粗大ごみを直接搬入することが困難な70歳以上のひとり
暮らしの高齢者で福祉保健センター長が認めた方。
※粗大ごみの申込みの際に減免対象世帯であることを申し出てください。こ

の時手帳番号等を確認させていただきます。年間※4個まで手数料を免
除します。（※4月から翌年3月まで）

エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・
洗濯機・衣類乾燥機
詳しくはP15

パソコン（本体・ディスプレイ）
詳しくはP16

★違法な不用品回収業者による、相談が多数寄せられています。詳しくは18ページを確認してください。

対象世帯

申込制・有料

1

粗大ごみはインターネットやチャット、LINEからも申込みできます。

電池やバッテリーは発火の原因となります。
取り外せるものは、取り外したうえでお出し
ください。

●インターネット ●チャット ●LINE

※品目一覧にないものは、電話で申し込んでください。

検索横浜市 粗大ごみ

お知らせ
お知らせ
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2

●受付から収集まで2週間程度かかります。　●品物の材質や大きさを事前に確認してから、申し込んでください。
●収集した粗大ごみは再使用（リユース）させていただく場合があります。廃棄処分を希望する場合は、申込みの際に伝えてください。
●申込み後の取り消しや変更は、収集日の3営業日前までに、粗大ごみ受付センターへ必ず連絡してください。
※品物の材質・重量・大きさなどにより受付できないことがあります。

●お申込みをしていない粗大ごみを放置することは不法投棄になります。必ずお申込みをしてからお出し
いただきますよう、ご協力をお願いします。

処理手数料の減免

●収集シールに使用期限はないので、不要になったシールは次回ご使用いただけます。もし、今後使用する見込みがない方はご相談くださ
い。●領収書は必ず、収集が終了するまで保管してください。●領収日付印のないものは無効です。●収集シールを破損・紛失した場合
の再発行はできません。

●粗大ごみは可燃物・資源物・不燃物に分けて収集・処分しています。1回の申込みでも品物の素材によって別の時間帯に収集する場
合があります。　●乾電池や灯油燃料などは必ず抜いてください。　●粗大ごみは雨の日でも出せます。
●粗大ごみに貼るシールに氏名を書きたくない場合は記号やイニシャルに代えることができます。申込みの際に相談してください。

●自分で直接持ち込む場合も収集を依頼する場合の処理手数料と同じ料金が必要です。（収集シールを貼って持ち込んでください）
●受付日、受付時間は施設によって異なりますので、受付センターへの申込み時に確認してください。
●事業系ごみは持込みできません。

粗大ごみ受付センター（申込みや問合せ）
インターネット・チャット・LINEでの受付

●担当：業務課運営係 　  671－3815　 662－1225

※詳しくは、申込み時に確認してください。

一番長い辺が、金属製品で30cm以上のもの。それ以外（プラスチック商品、木製品など）で50cm以上のもの。

FAX（聴覚・言語に障害のある方専用）
045－550－3599

※名前、住所、FAX番号、出す品物の品目・材質・大きさ・
　個数などを記載して申し込んでください。

受付時間 月～土曜日（年末年始以外は祝日も受付）
8：30～17：00

月曜日・火曜日や祝日の翌日は、電話が大変込み合います。お時間をずらして電話していただくか、インターネットやチャット、
LINEを利用してください。サービスの品質向上を図るため通話内容を録音しています。

電話での申込み
一般加入電話などからは、

0570－200－530
（ナビダイヤル）

携帯電話やＩＰ 電話などの定額制や無料通話などの通話料割引
サービスを利用している方は、

045－330－3953

粗大ごみ
粗大ごみ処理手数料表

申し込む1

一番長い辺が、金属製品で30cm以上のもの、それ以外
（プラスチック商品、木製品など）で50cm以上のもの
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（手数料表はP12）
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専用納付書で納めてください。
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持込場所
●鶴見資源化センター：鶴見区末広町1－15－1（鶴見工場内）
●長坂谷ストックヤード：緑区寺山町745－45
●神明台ストックヤード：泉区池の谷3949－1（神明台処分地内）
●栄 ス ト ッ ク ヤ ー ド：栄区上郷町1570－1

粗大ごみとして
出せないもの　生活保護世帯・特定中国残留邦人世帯、身体障害1級または2級・精神障
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の認定を受けている方が属する世帯、福祉医療証の交付を受けているひと
り親世帯、介護保険要介護4または5に該当する高齢者（65歳以上の方）
が属する世帯、粗大ごみを直接搬入することが困難な70歳以上のひとり
暮らしの高齢者で福祉保健センター長が認めた方。
※粗大ごみの申込みの際に減免対象世帯であることを申し出てください。こ

の時手帳番号等を確認させていただきます。年間※4個まで手数料を免
除します。（※4月から翌年3月まで）

エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・
洗濯機・衣類乾燥機
詳しくはP15

パソコン（本体・ディスプレイ）
詳しくはP16

★違法な不用品回収業者による、相談が多数寄せられています。詳しくは18ページを確認してください。
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検索横浜市 粗大ごみ
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品目名 金額
あ アコーディオンカーテン 500 円

編み機 500 円
アンテナ 200 円
衣装箱 200 円
いす（座いすを含む、ただし応接用は除く） 200 円
一輪車 200 円
ウインドファン 1,000 円
映像・音響機器

（単体のもの。アンプ・チューナー・プレーヤー・ビデオデッキ・
レーザーカラオケ等。ただし、スピーカー及びテレビを除く。）

200 円

応接用いす・ソファー（1 人用） 500 円
応接用いす・ソファー（2 人以上用） 1,000 円
オーディオラック 500 円
オーブンレンジ 500 円
オルガン（電子オルガンを除く。） 1,000 円

か カーペット類（ホットカーペットを含む） 500 円
ガス台 500 円
ガステーブル（ガスコンロ） 500 円
家庭用焼却炉 1,000 円
カラーボックス 200 円
カラオケ演奏装置（一体型） 1,500 円
キーボード（楽器） 200 円
鏡台 500 円
げた箱 500 円
健康器具 500 円
こたつ（板とセットのものを含む） 500 円
子供用遊具（自転車を除く。） 200 円
米びつ 200 円
ゴルフ用具　※バッグとクラブは別 200 円

さ サイドボード 1,500 円
三輪車 200 円
自転車 500 円
芝刈機 200 円
照明器具 200 円
除湿器 500 円
書棚（最も長い辺が１ｍ未満） 1,000 円
書棚（最も長い辺が１ｍ以上） 1,500 円
食器洗い乾燥機 1,000 円
食器乾燥機 200 円
食器棚（最も長い辺が１ｍ未満） 1,000 円
食器棚（最も長い辺が１ｍ以上） 1,500 円
水槽 500 円
スーツケース 200 円
スキー用具・スノーボード 200 円
ステレオセット（最も長い辺が80cm未満） 500 円
ステレオセット（最も長い辺が80cm以上） 1,500 円
ストーブ類（ヒーターを含む） 200 円
スピーカー（２本まで） 500 円

品目名 金額
さ スプリングマットレス 2,200 円

扇風機 200 円
洗面化粧台 1,000 円
掃除機 200 円

た 畳 1,000 円
建具 200 円
たんす（最も長い辺が１ｍ未満） 1,000 円
たんす（最も長い辺が１ｍ以上） 1,500 円
机（両袖机） 1,500 円
机（両袖机を除く。） 1,000 円
テレビ台 500 円
テーブル（座卓を含む。最も長い辺が１ｍ未満） 500 円
テーブル（座卓を含む。最も長い辺が１ｍ以上 ) 1,000 円
電子オルガン 1,500 円
電子レンジ 500 円
電子レンジ台 500 円
戸棚（オーディオラック・げた箱・サイドボード・書棚・食器棚を除く。） 500 円

な 流し台（調理台） 1,000 円

は ファクシミリ 200 円
仏壇 1,000 円
布団（マットレス）（2 枚まで） 200 円
布団乾燥機 200 円
ブラインド 200 円
プリンター 200 円
ふろがま 500 円
ベッド（枠のみ） 1,000 円
ベッドマットレス（スプリング無し） 1,000 円
ベッドマットレス（スプリング有り） 2,200 円
ペット小屋 500 円
ベビーカー 200 円
ベビーベッド 500 円
ポータブル発電機 1,000 円

ま マッサージ機 1,000 円
ミシン 500 円
物置（最も長い辺が１ｍ未満で解体済みのもの） 1,000 円
物置（最も長い辺が１ｍ以上で解体済みのもの） 1,500 円
物干竿（2 本まで） 200 円
物干台（1 個） 1,000 円

や 湯沸器 500 円
浴槽 1,000 円

ら レンジフードファン（換気扇を除く。） 500 円

わ ワープロ 200 円
ワゴン 200 円

※ その他の手数料表にない品目については、粗大ごみ受付セン
ター（P11）へ問い合わせてください。



ごみ出しの
曜日とルール

ごみの
分別品目
一覧表

燃やすごみ

燃えないごみ
スプレー缶
乾電池

プラスチック製
容器包装

缶・びん・
ペットボトル

小さな金属類

粗大ごみ

小型家電

ごみ出しの支援
集積場所の
設置や維持管理

インクカートリッジ
資源物の直接
持込み・回収

市では取り
扱えない
もの

不法投棄
事業系ごみ

古紙・古布
資源集団回収

ごみ出しの
曜日とルール

ごみの
分別品目
一覧表

燃やすごみ

燃えないごみ
スプレー缶
乾電池

プラスチック製
容器包装

缶・びん・
ペットボトル

小さな金属類

粗大ごみ

小型家電

ごみ出しの支援
集積場所の
設置や維持管理

インクカートリッジ
資源物の直接
持込み・回収

市では取り
扱えない
もの

不法投棄
事業系ごみ

古紙・古布
資源集団回収

13 14

問合せ等

回収対象

　健康福祉局戸塚斎場では、横浜市民の方のペットの火葬を行っています。
　●お骨の持ち帰りや個別火葬を希望される場合（有料） ※事前に申込みが必要です。
　●合同火葬で直接持込みを希望される場合（有料） ※申込みは不要です。お骨はお返しできません。
　【申込み・問合せ】
　　健康福祉局戸塚斎場　　 864－7001 　 881－0894

●路上や空き地で動物の死体を見つけた場合（無料）
●ペットの合同火葬で出張回収を希望される場合（有料：6,500円）
　※お骨はお返しできません。また50kg未満の小動物が対象です。

【連絡先】資源循環局事務所（裏表紙）

各区の総合庁舎・図書館・行政サービスコーナーなど

各施設の開館時間中

業務課（　６７１－３８１９  　６６２－１２２５）
又は資源循環局ホームページで確認してください。

プリンターメーカー4社※の純正品のインクカートリッジ※ブラザー、キヤノン、エプソン、日本HP

❶ 里帰りプロジェクト参画企業において、高度なリサイクル処理を行うため、各社の純正インクカートリッジを入れてください。
❷ 著しい破損品、改造品はリサイクルの障害になるため、入れないでください。
❸ インクカートリッジ以外のものは入れないでください。トナーカートリッジは対象外です。（袋や箱などはお持ち帰りください）
❹ 電池は回収していませんので入れないでください。

　使用済みインクカートリッジの回収箱を設置しています。

インクカートリッジの回収

水銀式の体温計・血圧計・温度計の回収

小型家電の回収

動物の死体処理

受付時間

注意事項

設置場所

●国が認定した事業者による民間回収も行われています。詳しくは資源循環局ホームページで確認してください。

<認定事業者による回収>

※地域の集積場所に出されたものは、小型家電として回収されません。
　よりよいリサイクルにご協力ください。

横浜市では資源の有効活用等を目的とした携帯電話やデジタルカメラ、
パソコンなどの小型家電の回収リサイクルを実施しています。

　一部の区役所・総合庁舎・地区センター・スポーツセンターなどに設置し
ています。（設置していない市民利用施設もありますので、事前に問い合わ
せてください。）

資源物の直接持込み・回収
資源回収ボックス

資源回収ボックス

 集めているもの   新聞・雑誌・その他の紙・紙パック・古布
　　　　　　　　※段ボールは出せません。

 開設時間  各施設の開館時間中

 問合せ等  業務課 （　 671－3819　   662－1225）、各区の資源循環局
事務所（裏表紙）、または資源循環局ホームページで確認してください。 

　各区の資源循環局事務所が実施している資源物の拠点回収です。古紙類やプラスチック製容器包装など、資源物
を持ち込むことができます。

センターリサイクル

 回収場所
　各区の資源循環局事務所（緑区・栄区は拠点が異なるため、
場所詳細については緑区の資源循環局事務所（裏表紙）に問
い合わせてください。）

 回収時間  
　9：00～16：00（月曜日～土曜日）
　（11：30～13：30は避けてください。）

 問合せ等  
　各区の資源循環局事務所（裏表紙）または資源循環局
ホームページで確認してください。 

 集めているもの   
①古紙
　（新聞・雑誌・その他の紙・段ボール・紙パック）　
②古布
③プラスチック製容器包装
④缶・びん・ペットボトル（飲料・食料用） 
⑤小さな金属類　
⑥乾電池　
⑦スプレー缶
⑧燃えないごみ
　※燃えないごみを持ち込む場合は、事前に問い合わせてください。

●購入時のケースなどに入れたまま、もし
　くはビニール袋に入れてお持ちください。
●割れているものは持込みできません。
●事業者からの持込みはできません。
●アルコール式の温度計（液体が赤色）や
　電子式体温計は対象外となります。

横浜市　小型家電 検索

水銀式の体温計・血圧計・温度計を回収しています。

＜回収場所＞  各区総合庁舎・各区資源循環局事務所

●水銀式体温計（回収ボックスへ）
●水銀式血圧計（受付窓口へ）
●水銀式温度計（受付窓口へ）

<回収ボックス設置場所>

<注意事項>
●回収ボックスに一度投入したものは返却できません。
●個人情報が含まれる製品は、個人情報を消去してから回収ボックスへ入れてください。 
●電池類や電球・蛍光灯は抜き取って出してください。
●回収ボックスに完全に入らないものは出せません。
●臭気の強いもの（電動灯油ポンプ等）は入れないでください。

●市庁舎・各区総合庁舎　●各区資源循環局事務所
●資源循環局焼却工場　　●区民利用施設（一部）
●スーパーなどの店頭（一部）
※最新の設置場所及び回収方法等は
　資源循環局ホームページでご確認ください。

<注意事項>
回収する
製品の例

小型のパソコンも
回収できます！

回収ボックス

回収する
製品の例

回収ボックスの投入口（30cm×15cm）に入る、
長さ30cm未満の電気・電池で動作する製品が対象です。
例：携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器、コード類などの製品
※この他にも、電気・電池で動作するものは入れることができます。
※蛍光灯、電池は対象外です。

ピンク色の
回収ボックスが

目印だよ！
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問合せ等

回収対象

　健康福祉局戸塚斎場では、横浜市民の方のペットの火葬を行っています。
　●お骨の持ち帰りや個別火葬を希望される場合（有料） ※事前に申込みが必要です。
　●合同火葬で直接持込みを希望される場合（有料） ※申込みは不要です。お骨はお返しできません。
　【申込み・問合せ】
　　健康福祉局戸塚斎場　　 864－7001 　 881－0894

●路上や空き地で動物の死体を見つけた場合（無料）
●ペットの合同火葬で出張回収を希望される場合（有料：6,500円）
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各施設の開館時間中

業務課（　６７１－３８１９  　６６２－１２２５）
又は資源循環局ホームページで確認してください。
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せてください。）

資源物の直接持込み・回収
資源回収ボックス

資源回収ボックス

 集めているもの   新聞・雑誌・その他の紙・紙パック・古布
　　　　　　　　※段ボールは出せません。
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い合わせてください。）

 回収時間  
　9：00～16：00（月曜日～土曜日）
　（11：30～13：30は避けてください。）

 問合せ等  
　各区の資源循環局事務所（裏表紙）または資源循環局
ホームページで確認してください。 

 集めているもの   
①古紙
　（新聞・雑誌・その他の紙・段ボール・紙パック）　
②古布
③プラスチック製容器包装
④缶・びん・ペットボトル（飲料・食料用） 
⑤小さな金属類　
⑥乾電池　
⑦スプレー缶
⑧燃えないごみ
　※燃えないごみを持ち込む場合は、事前に問い合わせてください。

●購入時のケースなどに入れたまま、もし
　くはビニール袋に入れてお持ちください。
●割れているものは持込みできません。
●事業者からの持込みはできません。
●アルコール式の温度計（液体が赤色）や
　電子式体温計は対象外となります。
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15 16

注 意

注 意

自分にあった
処分方法を
調べよう！

市では取り扱えないもの

「家電リサイクル法」に基づき、上記の機器は、家電小売店が回収し、家電メーカー等がリサイクルします。

　「資源有効利用促進法」に基づき、各パソコンメーカーが回収・リサイクルを行っています。横浜市では収集
しません。（一部のサイズの物は、小型家電として回収しています（P13))
　その他に小型家電リサイクル認定事業者（民間企業）でも、パソコンの回収を行っています。

◆対象となるもの ◆申込み先

各メーカーの受付窓口

各メーカーのホームページ、パソコン3R推進協会で案内し
ています。

パソコン3R推進協会
TEL03-5282-7685

一番長い辺が50cm以上のもの 「粗大ごみ」（申込制）
「燃やすごみ」一番長い辺が50cm未満のもの

デスクトップ
パソコン本体

液晶
ディスプレイ

液晶
ディスプレイ
一体型
パソコン

CRT
ディスプレイ
一体型
パソコン

CRT
ディスプレイ

メーカー製

自作パソコン
倒産・撤退メーカー

プリンター・スキャナ・キーボード等の周辺機器のみを出すとき

※　　 このマークのついていないパソコンは、回収の際にリサイクル料金がかかります。

※一番長い辺が30cm未満のもの ➡ 「小型家電リサイクル」にご協力ください。（P13）

　畳、ブロック、フェンス、構造物や交換した器具類
など、業者に工事を頼んで出たごみは、工事を請
け負った業者に処理を依頼してください。

※廃棄物収集運搬業許可業者は、
　資源循環局ホームページで確認してください。
※市の処理施設に持ち込む場合は、
　各区の資源循環局事務所（裏表紙）に申し込んでください。

対　　象　引越しや、自ら庭木の剪定を行うなど、一度に多量のごみを出す場合
処分方法
• 燃やすごみ 自分で処理施設に持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許

可業者に処理を依頼（どちらも有料）してください。
• 資 源 物 資源循環局事務所（裏表紙）に問い合わせてください。
• 粗 大 ご み 粗大ごみ受付センター（P11）に申し込み、処理してください。

一時多量ごみ※ 

請負工事などで出たごみ

●リサイクル料金はメーカー及び機器ごとに料金が定められています。
　収集運搬料金は、申込み先によって異なります。
●詳細は申込み先、または家電リサイクル券センター（　0120－319－640）でご確認ください。
●下記のどの方法からでも、処分の依頼ができます。

■指定引取場所（休業日：日曜・祝日〈夏期・年末年始休業日が別途あります。〉）

※指定引取場所の情報は2022年3月現在のものです。（最新の情報は、市ホームページでご確認ください。）
　詳細については、家電リサイクル券センターホームページ（https://www.rkc.aeha.or.jp/）で確認してください。

名　称 所在地・連絡先 受付時間

東芝環境ソリューション（株） 鶴見区寛政町20－1 501－5477

SBS即配サポート（株）
幸浦デポ 金沢区幸浦2－6－4 374－5563

東亜物流（株）神奈川営業所 瀬谷区五貫目町21－5 620－5618

9:00～12:00、13:00～17:00
なお、受付終了は営業時間の30分前
となっています。
※上記の受付時間、及び休業日は標

準的設定です。施設の事情により
異なる場合もありますので、事前
に受付日時をお問合せのうえ、お
持ち込みください。

※土曜日も休業することがあります
ので、事前にご確認ください。

スガヤメタル（株） 都筑区早渕1－25－33 591－6266

日本通運（株）神奈川東支店
緑物流センター 都筑区佐江戸町433 929－6122

はい

はい

ノートブック
パソコン

処分方法

●❶
購入した小売店に
回収を依頼
または、同種類の
新製品を購入

方　法 料金・支払方法

対象の小売店へ申込み
リサイクル料金・収集運搬料金については、
対象の小売店にお問い合わせください。

方　法 料金・支払方法

市内・近郊の指定引取
場所へ直接搬入

事前に郵便局で家電リサイクル料金をお振り
込みのうえ、お持ち込みください。

いいえ

いいえ

購入先、販売店または下記センターに相談してください。
【相談先】（株）消火器リサイクル推進センター：（土・日・祝日・年末年始を除く）
　 03－5829－6773（受付時間 9：00～12：00・13：00～17：00）　　　　
https://www.ferpc.jp/

最寄りの指定引取窓口、または廃棄二輪車取扱店に依頼してください。リサイクル料金は
無料です。【相談先】二輪車リサイクルコールセンター：（土・日・祝日・年末年始を除く)
　 050－3000－0727（受付時間 9：30～17：00）

購入先に相談してください。購入先が分からない場合、最寄りの販売店、
リサイクル協力店に相談してください。

購入先、または販売店、メーカーなどに依頼してください。　

その他、問合せ先が分からないものは販売店か各区の資源循環局事務所（裏表紙）に相談してください。

●❷
自分で運搬

※家電リサイクル協力店については、市ホームページをご確認ください。

方　法 料金・支払方法

横浜家電リサイクル推進協議会へ
申込み

リサイクル料金・収集運搬料金
対象の店舗に問い合わせてください。家電リサイクル協力店に申込み

リサイクル料金・収集運搬料金
収集時に現金で支払い、家電リサイクル券を受け取ります。

パソコン

テレビ エアコン 洗濯機・衣類乾燥機 冷蔵庫・冷凍庫

購入先に問合せ
消　火　器

　　　

オートバイ

バッテリー

プロパンガスボンベ、灯油、ガソリン、塗料、薬品、農薬
タイヤ、小型充電式電池、ピアノ、耐火金庫 など

■横浜家電リサイクル推進協議会

※いずれも同協議会指定の回収業者が受付をし、回収します。※上記申込み先は、市内全域に対応しています。
※夏期及び年末年始休業日については、上記にお問い合わせください。

番　号 受付時間 備　考

　0120－632－515
月～土 9:00～12:00、
13:00～17:00

（土は15:00まで、祝日は除く）

ホームページ・FAXでも対応
https://横浜家電リサイクル.com/order.html
　  0120－661－520
家の中からの搬出も対応（別途料金）

　0120－014－353
月～土 9:00～18:00

（土は17:00まで、祝日は除く）
家の中からの搬出も対応（別途料金）
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プリンター・スキャナ・キーボード等の周辺機器のみを出すとき

※　　 このマークのついていないパソコンは、回収の際にリサイクル料金がかかります。

※一番長い辺が30cm未満のもの ➡ 「小型家電リサイクル」にご協力ください。（P13）

　畳、ブロック、フェンス、構造物や交換した器具類
など、業者に工事を頼んで出たごみは、工事を請
け負った業者に処理を依頼してください。

※廃棄物収集運搬業許可業者は、
　資源循環局ホームページで確認してください。
※市の処理施設に持ち込む場合は、
　各区の資源循環局事務所（裏表紙）に申し込んでください。

対　　象　引越しや、自ら庭木の剪定を行うなど、一度に多量のごみを出す場合
処分方法
• 燃やすごみ 自分で処理施設に持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許

可業者に処理を依頼（どちらも有料）してください。
• 資 源 物 資源循環局事務所（裏表紙）に問い合わせてください。
• 粗 大 ご み 粗大ごみ受付センター（P11）に申し込み、処理してください。

一時多量ごみ※ 

請負工事などで出たごみ

●リサイクル料金はメーカー及び機器ごとに料金が定められています。
　収集運搬料金は、申込み先によって異なります。
●詳細は申込み先、または家電リサイクル券センター（　0120－319－640）でご確認ください。
●下記のどの方法からでも、処分の依頼ができます。

■指定引取場所（休業日：日曜・祝日〈夏期・年末年始休業日が別途あります。〉）

※指定引取場所の情報は2022年3月現在のものです。（最新の情報は、市ホームページでご確認ください。）
　詳細については、家電リサイクル券センターホームページ（https://www.rkc.aeha.or.jp/）で確認してください。

名　称 所在地・連絡先 受付時間

東芝環境ソリューション（株） 鶴見区寛政町20－1 501－5477

SBS即配サポート（株）
幸浦デポ 金沢区幸浦2－6－4 374－5563

東亜物流（株）神奈川営業所 瀬谷区五貫目町21－5 620－5618

9:00～12:00、13:00～17:00
なお、受付終了は営業時間の30分前
となっています。
※上記の受付時間、及び休業日は標

準的設定です。施設の事情により
異なる場合もありますので、事前
に受付日時をお問合せのうえ、お
持ち込みください。

※土曜日も休業することがあります
ので、事前にご確認ください。

スガヤメタル（株） 都筑区早渕1－25－33 591－6266

日本通運（株）神奈川東支店
緑物流センター 都筑区佐江戸町433 929－6122

はい

はい

ノートブック
パソコン

処分方法

●❶
購入した小売店に
回収を依頼
または、同種類の
新製品を購入

方　法 料金・支払方法

対象の小売店へ申込み
リサイクル料金・収集運搬料金については、
対象の小売店にお問い合わせください。

方　法 料金・支払方法

市内・近郊の指定引取
場所へ直接搬入

事前に郵便局で家電リサイクル料金をお振り
込みのうえ、お持ち込みください。

いいえ

いいえ

購入先、販売店または下記センターに相談してください。
【相談先】（株）消火器リサイクル推進センター：（土・日・祝日・年末年始を除く）
　 03－5829－6773（受付時間 9：00～12：00・13：00～17：00）　　　　
https://www.ferpc.jp/

最寄りの指定引取窓口、または廃棄二輪車取扱店に依頼してください。リサイクル料金は
無料です。【相談先】二輪車リサイクルコールセンター：（土・日・祝日・年末年始を除く)
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●❷
自分で運搬
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パソコン

テレビ エアコン 洗濯機・衣類乾燥機 冷蔵庫・冷凍庫

購入先に問合せ
消　火　器

　　　

オートバイ

バッテリー

プロパンガスボンベ、灯油、ガソリン、塗料、薬品、農薬
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　0120－632－515
月～土 9:00～12:00、
13:00～17:00

（土は15:00まで、祝日は除く）
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（土は17:00まで、祝日は除く）
家の中からの搬出も対応（別途料金）
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お知らせ

違法な不用品回収業者にご注意！
　「一般廃棄物収集運搬業」の許可を受けずに、家庭から排出される粗大ごみ等の廃棄物を収集している事業
者は違法業者です。

■市民の方がトラブルに遭った事例
　●軽トラックで市内を巡回している事業者にごみ処理を依頼をしたら、高額な処分料を請求された。
　●無料回収のチラシを添付してごみ処理を依頼したら、軽トラックに積み込んだ後で作業料などを徴収された。

■トラブルに遭わないために
家庭から出るごみは「一般廃棄物」にあたり、これを収集できるのは横浜市と横浜市から許可を受けた

「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に限られます。家庭ごみも適正な処理をするように心がけましょう。
　●一般廃棄物収集運搬業許可業者に関する問合せ
　　一般廃棄物対策課　　６７１－２５４７　　６６３－０１２５
　●契約などによるトラブルに関する問合せ
　　「横浜市消費生活総合センター」
　　　８４５－６６６６（受付　平日 ９：００～１８：００　土日 ９：００～１６：４５）
　●粗大ごみに関する問合せ・申込みはP11へ

　　道路や空き地に、ごみや自動車を捨てることは悪質な犯罪で、法律により罰せられます。
　不法投棄を見つけたら110番通報するか、区役所の資源化推進担当（裏表紙）に連絡してください。
　不法投棄物への対応は土地の所有者・管理者が対応することになります。
　〈参考〉土地の所有者管理者の一例
　・集積場所の場合：資源循環局事務所　・道路上、公園内の場合：各区の土木事務所　・私有地の場合：土地の所有者

　横浜市では、地域での3R行動の推進や、ごみ集積場所の清潔保持、ごみと資源物の適正な出し方の啓発
等を行うため、自治会・町内会から推薦いただいた方に環境事業推進委員を委嘱しています。
　ごみと資源物の出し方や、清掃および環境のことでわからないとき、困ったときは、あなたの街の環境事
業推進委員に相談してください。

気をつけて！

環境事業推進委員

不法投棄

事業系ごみ
　　事業系ごみとは、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく、病院・学校・官公署など、

広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動から生じるごみをいいます。
　　事業系ごみを家庭ごみ集積場所に排出することはできません。処理にあたっては手続きをして自ら処理施設へ持ち

込むか、廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けた業者に委託してください。　
　　排出場所は敷地内とし、カラス等の小動物による散乱を防止するため、ふた付きのポリ容器などを使用して、街の

美観を損なわない方法で排出してください。

●一般廃棄物処理業者名簿
　https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/kyoka.html
●産業廃棄物処理業者名簿
　https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/shori/02kensaku.html

地域の方だけでは解決することが難しい集積場所についての課題・・・
●カラスよけネット等の対策を講じていても、小動物によるごみの散乱がひどい
●地域外から分別されていないごみ等を持ち込まれてしまう　など

⇒こうした課題に対して、各区の資源循環局事務所に「集積場所快善隊」を設置し、職員が地域へ伺うなど、地域の方々と協働してそれぞ
れの事情に沿ったさまざまな対策を講じています。お困りのことがありましたら、各区の資源循環局事務所（裏表紙）に相談してください。

集積場所の設置や維持管理

候補地を決める

申請書を提出する
※変更希望日の1か月前まで

現地調査

場所や維持管理方法について、利用されている方々や、利用しようとし
ている方々で話し合い、居住している範囲内で場所を指定してください。

資源循環局職員が、収集可能か現地調査をします。
（現地調査時、原則立ち会っていただきます。）

収集開始日をお知らせします。

収集開始

代表者は、「ごみ集積場所（新設・変更等）申請書」を居住区の収集事務所
に提出してください。申請書は、横浜市資源循環局のHPでダウンロード
できます。また、資源循環局事務所でも用意しています。

●利用する皆様が話合いで場所を決め、清掃などの維持管理をしています。
●集積場所を新設したり移動する際には、各区の資源循環局事務所（裏表紙）に相談してください。

集積場所快善隊の取り組み

ごみ集積場所の設置や移動の手続きの流れ

対象者宅の敷地内や玄関先から、直接ごみを収集します。
※収集時にごみが排出されていない場合等に、インターホン等

で声を掛けることがあります。

対象者宅の敷地内または屋内まで入って、粗大ごみを収集します。
※ 粗大ごみを持ち出すために、次の作業が必要な場合は、持ち

出し収集の対象外となります。
　・分解が必要な粗大ごみ
　・他の家具の移動が必要な粗大ごみ
　・ロープ等で吊り上げ下げが必要な粗大ごみ

資源循環局事務所に、申込書にてお申込みください。申込書は
資源循環局のHPでダウンロードできます。
事前にご自宅に伺うなどして、対象者に該当するか確認させて
いただきます。

資源循環局事務所にお申し込みください。
事前に対象者に該当するか確認させていただきます。なお、
受付から収集までお時間を頂く場合があり、収集日はご希望に
添いかねることもありますので、あらかじめご了承ください。

次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自
ら家庭ごみを集積場所まで持ち出すことができないひとり暮ら
しの方。なお、同居者がいる場合でも、同居者が次のいずれか
に該当する場合は、対象となります。
　①　身体障害者手帳の交付を受けている方
　②　愛の手帳の交付を受けている方
　③　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
　④　介護保険の要介護（要支援）認定を受けている方
　⑤　ごみを持ち出すことができない65歳以上の方

次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自
ら粗大ごみを指定場所まで持ち出すことができないひとり暮ら
しの方。なお、同居者がいる場合でも、同居者が高齢者や年少
者など次のいずれかに該当する場合は、対象となります。
　①　身体障害者手帳の交付を受けている方
　②　愛の手帳の交付を受けている方
　③　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
　④　介護保険の要介護（要支援）認定を受けている方
　⑤　ごみを持ち出すことができない65歳以上の方
　⑥　妊婦やけがをしている方などで、事務所長が認めた方

内　容

対象者

申込み
方　法

収集の
種類

ふれあい収集
（家庭ごみの持ち出し収集）

みんなで
きれいに

しましょう！

ごみ出しが困難なひとり暮らしの高齢者の方などへの支援を行っ
ています。ごみ出しの支援

収集に
問題がない

収集困難
と判断

粗大ごみの持ち出し収集

※道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集します。
　詳しくは、お住いの区の資源循環局事務所（裏表紙）へお尋ねください。
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　　事業系ごみとは、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく、病院・学校・官公署など、

広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動から生じるごみをいいます。
　　事業系ごみを家庭ごみ集積場所に排出することはできません。処理にあたっては手続きをして自ら処理施設へ持ち

込むか、廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けた業者に委託してください。　
　　排出場所は敷地内とし、カラス等の小動物による散乱を防止するため、ふた付きのポリ容器などを使用して、街の

美観を損なわない方法で排出してください。

●一般廃棄物処理業者名簿
　https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/kyoka.html
●産業廃棄物処理業者名簿
　https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/shori/02kensaku.html

地域の方だけでは解決することが難しい集積場所についての課題・・・
●カラスよけネット等の対策を講じていても、小動物によるごみの散乱がひどい
●地域外から分別されていないごみ等を持ち込まれてしまう　など

⇒こうした課題に対して、各区の資源循環局事務所に「集積場所快善隊」を設置し、職員が地域へ伺うなど、地域の方々と協働してそれぞ
れの事情に沿ったさまざまな対策を講じています。お困りのことがありましたら、各区の資源循環局事務所（裏表紙）に相談してください。

集積場所の設置や維持管理

候補地を決める

申請書を提出する
※変更希望日の1か月前まで

現地調査

場所や維持管理方法について、利用されている方々や、利用しようとし
ている方々で話し合い、居住している範囲内で場所を指定してください。

資源循環局職員が、収集可能か現地調査をします。
（現地調査時、原則立ち会っていただきます。）

収集開始日をお知らせします。

収集開始

代表者は、「ごみ集積場所（新設・変更等）申請書」を居住区の収集事務所
に提出してください。申請書は、横浜市資源循環局のHPでダウンロード
できます。また、資源循環局事務所でも用意しています。

●利用する皆様が話合いで場所を決め、清掃などの維持管理をしています。
●集積場所を新設したり移動する際には、各区の資源循環局事務所（裏表紙）に相談してください。

集積場所快善隊の取り組み

ごみ集積場所の設置や移動の手続きの流れ

対象者宅の敷地内や玄関先から、直接ごみを収集します。
※収集時にごみが排出されていない場合等に、インターホン等

で声を掛けることがあります。

対象者宅の敷地内または屋内まで入って、粗大ごみを収集します。
※ 粗大ごみを持ち出すために、次の作業が必要な場合は、持ち

出し収集の対象外となります。
　・分解が必要な粗大ごみ
　・他の家具の移動が必要な粗大ごみ
　・ロープ等で吊り上げ下げが必要な粗大ごみ

資源循環局事務所に、申込書にてお申込みください。申込書は
資源循環局のHPでダウンロードできます。
事前にご自宅に伺うなどして、対象者に該当するか確認させて
いただきます。

資源循環局事務所にお申し込みください。
事前に対象者に該当するか確認させていただきます。なお、
受付から収集までお時間を頂く場合があり、収集日はご希望に
添いかねることもありますので、あらかじめご了承ください。

次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自
ら家庭ごみを集積場所まで持ち出すことができないひとり暮ら
しの方。なお、同居者がいる場合でも、同居者が次のいずれか
に該当する場合は、対象となります。
　①　身体障害者手帳の交付を受けている方
　②　愛の手帳の交付を受けている方
　③　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
　④　介護保険の要介護（要支援）認定を受けている方
　⑤　ごみを持ち出すことができない65歳以上の方

次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自
ら粗大ごみを指定場所まで持ち出すことができないひとり暮ら
しの方。なお、同居者がいる場合でも、同居者が高齢者や年少
者など次のいずれかに該当する場合は、対象となります。
　①　身体障害者手帳の交付を受けている方
　②　愛の手帳の交付を受けている方
　③　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
　④　介護保険の要介護（要支援）認定を受けている方
　⑤　ごみを持ち出すことができない65歳以上の方
　⑥　妊婦やけがをしている方などで、事務所長が認めた方

内　容

対象者

申込み
方　法

収集の
種類

ふれあい収集
（家庭ごみの持ち出し収集）

みんなで
きれいに

しましょう！

ごみ出しが困難なひとり暮らしの高齢者の方などへの支援を行っ
ています。ごみ出しの支援

収集に
問題がない

収集困難
と判断

粗大ごみの持ち出し収集

※道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集します。
　詳しくは、お住いの区の資源循環局事務所（裏表紙）へお尋ねください。
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●品目名は50音順になっていますが、検索しやすくするために頭文字の
　音と異なる音に分類されているものもあります。
　（例：足ふきマットは「ま」に分類されています。）
●一番長い辺が、金属製品で30cm以上、それ以外（プラスチック製商品、木製品など）で50cm以上のものは粗大ごみです。

ごみの分別品目一覧表
一覧表の見方

ホームページ、アプリでも検索できます！

ミ 　ク 　 　ョ 　 ナ 　リ　 ー

分別品目

あ
アイロン（プラスチック製）
金属製のものは小さな金属類へ。

★

アイロン台
木・プラスチック製で 50㎝未満のものは
燃やすごみへ。金属製で 30㎝未満のもの
は小さな金属類へ。

雨がっぱ（ゴム・ビニール製）

アルバム

アルミはく・アルミホイル

アルミ缶（飲料用・食品用）
飲・食料品用以外のもの小さな金属類へ。
ふた（外せるもの）は小さな金属類へ。

い
衣装ケース
木・プラスチック製で50㎝未満のものは
燃やすごみへ。金属製で30㎝未満のもの
は小さな金属類へ。

いす・座いす・応接用いす

一輪車

一升びん
販売店回収を優先。

一升瓶のふた（上が金属、下が
プラスチック製）
分離可能なものは分けて金属部分は小さな
金属類へ。

イヤホン
布製・プラスチック製のケースも燃や
すごみへ。

★

衣類乾燥機
15ページ参照。

衣類の外包装
紙製のパーツ（型紙など）は古紙へ。

印鑑
陶器・ガラス製のものは燃えないごみ。金
属製のものは小さな金属類へ。

インクカートリッジ
インクカートリッジ回収箱を優先（P14）。

飲料パック
水洗いして切り開く。内側がアルミのもの
は燃やすごみへ。

う
植木鉢（素焼き・陶器製）
新聞紙等に包み、品名を表示する。50㎝
以上のものは粗大ごみへ。

植木鉢（プラスチック製）
50㎝以上のものは粗大ごみへ。苗木販売
用の軟プラスチック製のものはプラスチッ
ク製容器包装へ。

うちわ

腕時計（ベルトが金属）
ベルトが金属製以外のものは燃やすご
みへ。

★

え
エアコン
15 ページ参照。

映像・音響機器
プラスチック製で 50㎝未満のものは
燃やすごみへ。金属製で 30㎝未満の
ものは小さな金属類へ。

★

AC アダプタ ★

枝（せん定後の枝）
長さ50㎝未満にする。それ以上のものは
粗大ごみへ。

絵の具チューブ（プラスチック製）
金属製のものは小さな金属類へ。中身を使
い切る。

えんぴつ

お
オートバイ
販売店へ相談（16ページ参照）。

オーブンレンジ
30㎝未満のものは小さな金属類へ。

おたま（金属類）
プラスチック製のものは燃やすごみへ。

おむつ（紙おむつ）
汚物はトイレに流して。

おもちゃ（木製・プラスチック製）
50㎝以上のものは粗大ごみ。金属製は30㎝
未満のものは小さな金属類、それ以上のもの
は粗大ごみ。電池式のものは電池を抜く。

オルガン

温水洗浄便座（自分で取り外し
たもののみ）
50㎝以上のものは粗大ごみへ。請負工事に伴
い、業者が取り外したものは業者が処分する。

か
カーテン
洗濯して乾かしてから。

カーペット、ホットカーペット
折りたたんで 50㎝未満になる場合は燃や
すごみへ。

カーボン紙（裏面にカーボンが塗布）
ノーカーボンの場合は古紙（その他の紙）へ。

懐中電灯（プラスチック製）
金属製のものは小さな金属類へ。電池
は抜く。

★

カイロ（携帯用）
外包装はプラスチック製容器包装へ。

カイロ（電池式）
電池は除く。

★

鏡
新聞紙等に包み、品名を表示をする。50
㎝以上のものは粗大ごみへ。

かさ（骨がプラスチック製）
燃やすごみへ。

かさ（骨が金属製）
骨組みと布部分に分け、布やビニールは燃や
すごみへ。持ち手はつけたまま出すことがで
きます。

加湿器（プラスチック製）
50㎝以上のものは粗大ごみへ。

★

菓子箱（紙製）
折りたたんで出す。油などが付着している
ものは燃やすごみへ。

燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池

プラスチック製
容器包装

缶・びん・
ペットボトル 小さな金属類 古紙

古布 粗大ごみ 市では取り扱え
ないもの

小型家電対応
P13参照
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ミ 　ク 　 　ョ 　 ナ 　リ　 ー

菓子箱（金属製）
ふたについては小さな金属類へ。
30㎝以上のものは粗大ごみへ。

ガステーブル（ガスコンロ）
30㎝未満のものは小さな金属類。電池は抜く。

ガスボンベ（カートリッジ式）
中身を出し切って。穴はあけない。キャッ
プはプラスチック製容器包装へ。

ガスライター（使い捨て）
中身を使い切って。

カセットテープ（ケースも含む）
インデックス（紙）は古紙へ。

カップ（陶器製） 
新聞紙等に包み、品名を表示する。

カップ麺の包装フィルム・ 
中の具の袋・スープの袋
中身は使い切って。

カップ麺のふた（裏側が銀紙）
プラスチック製の場合はプラスチック製容
器包装へ。

カップ麺の容器（プラスチック製）
紙製のものは燃やすごみへ。

かばん
50㎝以上のものは粗大ごみへ。

花びん（陶器・ガラス製）
新聞紙等に包み、品名を表示する。 
50㎝以上のものは粗大ごみへ。

紙コップ・紙皿
未使用のものは古紙へ。

かみそり（プラスチック製）
取っ手が金属製の場合は新聞紙等に包み、
品名を表示して小さな金属類へ。

かみそり機（電気かみそり機）
電池は抜く（充電池は回収協力店へ

（P4））。
★

かみそりの刃
新聞紙等に包み、品名を表示する。
カートリッジ式のものは燃やすごみへ。

紙袋
ビニール製などの取っ手は取り除く。

カメラ・デジタルカメラ（プ
ラスチック製）
電池は抜く。金属製のものは小さな金
属類へ。

★

換気扇（金属製）
30㎝以上のものは粗大ごみへ。プラスチッ
ク製で50㎝未満のものは燃やすごみ、50
㎝以上のものは粗大ごみへ。

乾燥機
衣類乾燥機は15 ページ参照。

缶（飲料用・食品用）のふた
缶についたままのものは缶・びん・ペット
ボトルへ。

き
キーボード（パソコン周辺機器）★

ギター

ギターケース
ソフトケース（たためるもの）は、たたん
で燃やすごみへ。

キッチンガード（スチール製）
30㎝未満のものは小さな金属類へ。アル
ミシート製、シールタイプのものは燃やす
ごみへ。

着物類（どてら・丹前等綿入り
のものを除く）
洗濯して乾かしてから。（どてら・丹前等
は燃やすごみへ）

急須（陶器製）
新聞紙等に包み、品名を表示する。

牛乳パック
水洗いして切り開く。

鏡台

く
空気入れ（自転車用など）
プラスチック製で50㎝未満のものは燃や
すごみへ。金属製で30㎝未満のものは小
さな金属類へ。

空気清浄器
50㎝以上のものは粗大ごみへ。ガラ
ス部分は燃えないごみへ。

★

クーラーボックス
50㎝未満のものは燃やすごみへ。

くぎ
新聞紙等に包み、品名を表示する。

くさり（金属製）
プラスチック製のものは燃やすごみへ。

串（木製）
金属製のものは新聞紙等に包み、品名を表
示して小さな金属類へ。

薬（飲み薬）

薬（飲み薬錠剤）のケース

薬（飲み薬）の容器（プラスチック製）
びんは缶・びん・ペットボトルへ。

果物（いちごなど）が入ってい
るプラスチック製容器
果物（みかんなど）が入ってい
るネット
口紅
容器と分離して。容器はプラスチック製容
器包装へ。

口紅ケース（プラスチック製）
中身を使い切って。金属製のものは小さな
金属類へ。

靴

靴下（破れておらず、左右そろったもの）
洗濯して乾かしてから。破れていたり、左右
そろっていないものは燃やすごみへ。

靴下の帯巻き（紙製）

靴箱の中身の緩衝材（紙製）
捺染紙以外のものは古紙へ。

靴を購入したときに入っている
プラスチック製の詰め物
クッション
50㎝以上のものは粗大ごみへ。

クリアファイル

クリーニングにかぶせてある外
のビニール
中身が商品ではないため。

クレヨン

クレヨンケース（プラスチック製）
紙製のものは古紙へ。

グローブ（野球用など）

軍手
未使用のものは古布へ。

け
蛍光灯・蛍光管
照明器具から取り外し、割れないように購
入時の箱などに入れて品名を表示する。

携帯電話
販売店回収を優先。バッテリーは外す。

★

ゲーム機（家庭用ゲーム機） ★

化粧品の容器（びん）
プラスチック製の容器やふたはプラスチッ
ク製容器包装へ。

下駄箱

ケチャップの容器・外包装
中身を使い切って。

血圧計 ★

こ
碁石

紅茶（ティーバッグ）

紅茶の外包装（プラスチック製）
紙製のものは古紙へ。

コート
洗濯して乾かしてから。革製のものは燃や
すごみへ。

電気コード・延長コード ★

（インスタント）コーヒーのびん
内ふたは燃やすごみ、キャップはプラス
チック製容器包装へ。

コーヒーメーカー（プラス
チック製）
ガラス製ポットは燃えないごみへ。金
属製で30㎝未満のものは小さな金属類、
30㎝以上のものは粗大ごみへ。

★

ござ
50㎝以上のものは粗大ごみへ。

こたつ

コップ類（ガラス製）
プラスチック製のものは燃やすごみへ。

粉ミルクの缶

碁盤・将棋盤
50㎝以上のものは粗大ごみへ。

ごみ箱（プラスチック製）
「ごみです」「廃棄します」等を明示。50
㎝以上のものは粗大ごみへ。金属製で30
㎝未満のものは小さな金属類、30㎝以上
のものは粗大ごみへ。

ゴム手袋・ゴム長靴

米びつ（金属製）
30㎝未満のものは小さな金属類へ。プラ
スチック製で50㎝未満のものは燃やすご
みへ。

米袋（ビニール製）
中身を空にする。麻製のものは燃やすごみ、
紙製のものは古紙へ。

コルク
















